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印
紙 

 
 
 

建
物
賃
貸
借
契
約
書 

  
貸
主
外
村
一
郎
（
以
下
甲
と
い
う
）
と
借
主
松
井
道
春
（
以
下
乙
と
い
う
）
の
間
に
お
い
て
、
甲
所
有
の
左
記
建
物
に
つ

き
、
以
下
の
通
り
建
物
賃
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
。 

 

建
物
の
所
在
地 
神
奈
川
県
川
崎
市
向
ヶ
丘
南
三
―
三
―
三 

家
屋
番
号 

 
 

三
三
三
番 

 
 
 
 
 
 

 
木
造
モ
ル
タ
ル
二
階
建
て 

床
面
積 

 
 
 

□
□
□
□
平
方
メ
ー
ト
ル 

第
一
条 

乙
は
賃
貸
物
件
を
乙
の
住
居
と
し
て
使
用
す
る
。
他
の
目
的
の
た
め
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 

第
二
条 

賃
貸
借
期
間
は
平
成 

 
年 
 

月 
 

日
か
ら
向
こ
う 

 

年
間
と
す
る
。 

第
三
条 

賃
料
は
一
か
月 

 
 

万
円
と
し
、
乙
は
毎
月
月
末
ま
で
に
、
翌
月
分
を
甲
方
に
持
参
も
し
く
は
送
金
す
る
も
の

と
す
る
。 

 
 

但
し
、
金
融
経
済
状
況
の
変
化
や
公
租
公
課
の
増
額
が
あ
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
そ
の
賃
料
が
近
隣
の
家
賃
料
に
比
較

し
て
不
相
応
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
契
約
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
甲
は
賃
料
の
増
額
を
請
求
で
き
る
。 

第
四
条 

賃
貸
物
件
の
修
繕
保
全
工
事
は
甲
が
行
な
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

但
し
、
賃
貸
物
件
使
用
の
た
め
に
必
要
な
応
急
の
修
繕
工
事
は
、
乙
の
負
担
に
お
い
て
乙
が
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。 

第
五
条 

乙
が
賃
貸
物
件
の
模
様
替
え
そ
の
他
工
作
を
行
な
う
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
甲
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条 

乙
は
、
賃
貸
物
件
の
賃
貸
権
を
他
に
譲
渡
ま
た
は
転
貸
し
て
は
な
ら
な
い
。 

第
七
条 

乙
が
左
記
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
、
甲
は
催
告
す
る
こ
と
な
く
本
契
約
を
解
除
す
る 

こ
と
が
で
き
る
。 

 

①
賃
貸
物
件
を
住
居
以
外
の
目
的
に
使
用
し
た
場
合
。 

 
 



②
賃
料
の
支
払
い
を
二
か
月
以
上
滞
納
し
た
場
合
。 

③
賃
料
の
支
払
い
が
六
か
月
の
う
ち
三
か
月
以
上
遅
延
し
た
場
合
。 

④
そ
の
他
本
契
約
に
違
反
し
た
場
合
。
第
八
条 

乙
ま
た
は
そ
の
家
族
の
過
失
等
に
よ
っ
て
賃
貸
物
件
を
破
損
な
い
し
滅

失
し
た
場
合
、
乙
は
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
九
条 
賃
貸
物
件
に
つ
い
て
の
公
租
公
課
は
甲
の
負
担
と
し
、
電
気
、
水
道
、
ガ
ス
等
の
使
用
料
は
乙
の
負
担
と
す
る
。

第
十
条 

甲
は
乙
か
ら
、
敷
金
と
し
て 

 

万
円
を
受
領
し
た
。
こ
の
敷
金
に
利
子
は
つ
け
ず
、
乙
が
賃
料
の
支
払
い
を
怠 

 

っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
第
八
条
の
損
害
賠
償
金
を
支
払
わ
な
か
っ
た
場
合
に
、
そ
の
弁
済
の
た
め
甲
は
敷
金
を
充
当
す
る

も
の
と
す
る
。 

 
 

ま
た
、
本
契
約
が
終
了
し
、
乙
が
賃
貸
物
件
を
引
き
渡
し
た
場
合
に
は
、
甲
は
直
ち
に
敷
金
を
返
還
す
る
。
但
し
賃
料

の
延
滞
ま
た
は
第
八
条
の
損
害
賠
償
金
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
を
差
し
引
い
た
額
を
返
還
す
る
も
の
と

す
る
。 

第
十
一
条 

本
契
約
が
終
了
し
た
と
き
、
乙
は
自
己
の
所
有
す
る
物
品
を
す
べ
て
取
り
除
き
、
賃
貸
物
件
を
契
約
成
立
時
の

原
状
に
復
し
た
う
え
で
賃
貸
物
件
を
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
。
こ
の
と
き
原
状
回
復
に
つ
い
て
甲
の
立
会
い
と
了
解
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
十
二
条 

連
帯
保
証
人
市
原
成
夫
（
以
下
丙
と
い
う
）
は
、
賃
料
の
支
払
い
や
第
八
条
の
損
害

賠
償
金
な
ど
、
本
契
約
に
基
づ
く
乙
の
債
務
の
一
切
を
保
証
し
、
乙
と
連
携
し
て
履
行
の
責
を
負
う
も
の
と
す
る
。 

第
十
三
条 

本
契
約
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
は
、
神
奈
川
県
川
崎
北
裁
判
所
を
第
一
審
の
管
轄
裁
判
所
と
す
る
。 

右
の

通
り
契
約
が
成
立
し
た
こ
と
を
証
す
る
た
め
、
本
証
書
を
三
通
作
成
し
て
甲
乙
丙
そ
れ
ぞ
れ
が
各
一
通
を
保
持
す
る
。 

平
成 
 

年 
 

月 
 

日 
 

 
 
 
 
 

神
奈
川
県
川
崎
市
向
ヶ
丘
南
三
―
二
―
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

貸
主
（
甲
） 

 
 

外
村 

一
郎 

 
 

印 
 

 
 
 
 
 

東
京
都
大
田
区
雪
谷
四
五
六 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

借
主
（
乙
） 

 
 

松
井 

道
春 

 
 

印 
 



 
 
 
 
 
 

神
奈
川
県
横
浜
市
緑
区
鉄
二
二
二
二
―
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連
帯
保
証
人
（
丙
）
市
原 

成
夫 

 
 

印 

 


